
は じ め に

　本書は、「金融機関の AML/CFT 対応と反社会的勢力対策」と題し、従前から急
務となっているマネー・ローンダリング防止およびテロ資金供与対策と口座開設支
援を巡る諸課題の現在地を考察し、金融機関の実務対応に活かしていただくための
一冊である。
　2022 年２月１日、警察庁は暴力団からの離脱者に対する口座開設支援策を打ち
出した。暴力団の壊滅のためには、暴力団員を一人でも多く暴力団から離脱させ、
その社会復帰を促すことが重要であるところ、暴力団離脱者が、就労先から給与を
受け取るための預貯金口座の開設を申し込んだ場合において、過去に暴力団員で
あったことを理由として排除されることがないよう、警察庁が暴力団離脱者の預貯
金口座の開設に向けた支援策を策定し公表したのである。加えて、警察庁と金融庁
とが協議済みであることを明言したうえで、金融庁も、各協会を介して、金融機関
に対して、警察庁が行うこの離脱支援の内容、そして暴力団離脱者の預貯金口座の
開設について支援の趣旨を踏まえた判断を行うよう要請したことは実務上見逃せな
い。「反社会的勢力との一切の関係遮断」に注がれた社会全体の並々ならぬ努力に
より、暴力団員は年々減少してきたわけだが、これは同時に、暴力団を脱退する者
も年々増加していることを意味するものである。暴力団離脱者を取引社会が受け容
れるための方策を整備することは、治安対策上喫緊の課題であり、金融機関として
実務対応のうえで十分に理解しなければならないものであろう。
　もっとも、預貯金取扱金融機関においては、暴力団離脱者の口座開設支援策の意
義に対する理解が十分に進んでいるものとはいえない現状にある。例えば、金融機
関の中には、金融機関の「喫緊の課題であるマネーロンダリング対策の強化と相反
する対応は常識的にあり得ない」との声が上がっているという（ニッキン、2022
年３月 25 日）。しかしながら、暴力団離脱者の口座開設支援策と、マネー・ロー
ンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）の強化は、果たして本当に「相
反する」ものなのであろうか。FATF 第４次対日相互審査を踏まえたマネー・ロー
ンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）の高度化との関係については、
いまだ十分な議論がなされていないところであると思われる。

　本書は、このような問題意識に端を発して、
・FATF第４次対日相互審査結果に見る日本の暴力団対策の課題（第１章）
・マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の課題（第２章）
・反社会的勢力の潜在化による従来の対策の見直し（第３章）
・反社対策とAML/CFTの統合的対策の提言（第４章）
・暴力団離脱者の社会復帰支援―口座開設支援策―とAML/CFTの関係（第５章）
・「暴力団離脱者に対する口座開設支援策」の課題と方法論（第６章）
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第１章　FATF第４次対日相互審査結果に見る日本の暴力団対策の課題

　2021 年８月に発表された FATF 第４次対日相互審査結果。ここには、世界各国の組織犯罪
対策についても熟知している FATF 審査団の目線から見た、日本の暴力団対策の問題と改善に
向けたアドバイスが示されている。それは、組織犯罪対策の国際標準ともいえるパレルモ条約
の完全実施がなされていない日本に対して厳しい内容ともなった。「重点フォローアップ国」
として FATF へ継続して報告が必要な日本の現状、暴力団対策に係る問題の背景について解説
するとともに、改善に向けた対応を紹介する。

一　暴力団員銀行口座の強制解約

　ある地方銀行の本部で、行員は８通目の現金書留の封を閉じた。宛先はすべて同じ、現役暴
力団員である。預金者の意にかかわらず銀行側から実施する強制解約。数ヵ月に及ぶ手続きの
最後が、現金書留による解約金の送付である。銀行取引からの反社会的勢力排除を狙いとする
暴力団員口座の強制解約は、次のような流れで実施される。
　まず、暴力団員であることが疑われる預金者について警察へ現役暴力団員であるか照会し、
現役であることが確定した場合、弁護士に依頼し預金者へ解約の通知を行う。その後、必要に
応じ当該相手方と弁護士が折衝し解約期日を定める。解約期日に相手方から通帳、印鑑等の提
示を求めることなく、銀行が強制的に解約をする。解約金の受渡しは、１通で 50 万円まで送
付可能な現金書留 10 通程度までと、郵送によって行う。それより多額の場合は、銀行の支店
にて暴力団員に直接解約金を渡す。その際は、警察に警護をお願いし、制服、私服の警察官の
監視の中で実施される。

第１章
FATF第４次対日相互審査結果に見る
日本の暴力団対策の課題

広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室 室長
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